
「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」
令和３年度フォローアップ調査結果

令和４年６月

総務省 情報流通行政局 情報通信作品振興課

別紙２：調査結果（詳細）
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１－１．放送事業者からの回答状況（地域別）

1

総合通信局
等管内別

北海道
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中国
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四国
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九州
総合通信局

沖縄
総合通信事務所

不明 合計

回答数 10 41 126 34 55 31 31 48 45 74 6 5 506

対象社数 11 41 141 38 56 32 33 53 49 83 6 543

回答率(%) 90.9% 100.0% 89.4% 89.5% 98.2% 96.9% 93.9% 90.6% 91.8% 89.2% 100.0% 93.2%
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合
計

回答
数 10 7 11 7 5 6 5 4 9 1 9 8 71 6 18 25 9 16 11 20 8 12 10 9 3 4 11 8 3 2 6 10 11 11 10 7 15 14 9 10 13 14 8 15 6 8 6 5 506
対象社
数 11 7 11 7 5 6 5 4 9 1 10 10 81 6 20 28 10 17 11 20 8 12 11 9 3 5 12 8 3 2 6 13 12 11 11 7 18 14 10 11 13 17 10 18 6 8 6 543

回答率

(％) 90.9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80.0 87.7 100 90.0 89.3 90.0 94.1 100 100 100 100 90.9 100 100 80 91.7 100 100 100 100 76.9 91.7 100 90.9 100 83.3 100 90.0 90.9 100 82.4 80.0 83.3 100 100 100 93.2

回答状況の概要 ①



2

１－２．放送事業者からの回答状況

都道府県別 メディア別
東京都 71

長野県 25

愛知県 20

山梨県 18

静岡県 16

大分県 15

徳島県 15

長崎県 14

愛媛県 14

佐賀県 13

その他 285

合計 506

地上基幹放送事業者 128

衛星系放送事業者 61

ケーブルテレビ事業者 312

不明 5

合計 506

【集計上の注意】
構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100%とはならない。（以下、同様）

回答状況の概要 ②

14.0%

4.9%
4.0%

3.6%

3.2%
3.0%

3.0%
2.8%

2.8%
2.6%

56.3%

(N=506)

25.3%

12.1%61.7%

1.0%

(N=506)
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２．番組製作会社からの回答状況（地域別）

3
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総合通信
局等管内
別

北海道
総合通信局

東北
総合通信局

関東
総合通信局

信越
総合通信局

東海
総合通信局

北陸
総合通信局

近畿
総合通信局

中国
総合通信局

四国
総合通信局

九州
総合通信局

沖縄
総合通信事

務所
不明 合計

回答数 17 25 143 9 48 14 24 6 4 21 2 5 318

対象社数 63 116 590 37 162 39 123 27 21 137 11 1326

回答率(%) 27.0% 21.6% 24.2% 24.3% 29.6% 35.9% 19.5% 22.2% 19.0% 15.3% 18.2% 24.0%

回答状況の概要 ③



１．放送コンテンツの製作取引の有無 P.5

２．会社概要 P.6

３．会社の規模 P.8

４．会社の取引構造 P.10

５．ガイドラインの認知度 P.17

６．発注書の書面交付 P.19

７．下請代金の支払 P.29 

８．著作権の帰属 P.31

９．取引価格の決定 P.42

１０．取引内容の変更及びやり直し P.49 

１１．放送コンテンツ（アニメ分野）における

製作取引 P.53

１２．フリーランスとの取引 P.61

１３．契約形態と取引実態の相違 P.67

4

フォローアップ調査への回答（目次）



１．放送コンテンツの製作取引の有無

【製作委託の実績】
調査対象期間中（令和３年1月1日～令和３年12月31日）に、放送番組の
全部又は一部の情報成果物委託・製作委託（下請法[正式名称：下請代
金支払遅延等防止法]の対象となるもの）をしたことがありましたか。

【製作委託の実績】
調査対象期間中（令和３年1月1日～令和３年12月31日）に、放送コン
テンツの情報成果物委託・製作委託（下請法[正式名称：下請代金支払
遅延等防止法]の対象となるもの）を受けたことがありましたか（放送事
業者からの直接・間接の委託、アニメ製作委員会からの委託を含みま
す。）。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

5

（N=318）

66.4%

33.6%

0.0%

（N=506）

１．あった 336
２．なかった 170
無回答 0

１．あった 244
２．なかった 74
無回答 0

76.7%

23.3%

0.0%



２．会社概要 ①（従業員数）

【従業員数】
従業員数は何人ですか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

6

（N=244）

【従業員数】
従業員数は何人ですか。

（N=336）

2.1% 5.1%

27.4%

30.4%

28.0%

7.1%

0.0%
１．１～４人 7
２．５～９人 17
３．10～49人 92
４．50～99人 102
５．100～499人 94
６．500人以上 24
無回答 0

１．１～４人 28
２．５～９人 32
３．１０～４９人 103
４．５０～９９人 37
５．１００～４９９人 39
６．５００人以上 4
無回答 1

11.5%

13.1%

42.2%

15.2%

16.0%

1.6% 0.4%



２．会社概要 ②（年間の売上高）

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

7

【年間の売上高】
年間の売上高はいくらですか。

（N=336）

【年間の売上高】
年間の売上高はいくらですか。

（N=244）

0.3%
0.3%

1.2%

17.3%

63.4%

14.6%

3.0%

0.0%

１．１千万円以下 1
２．１千万円超、３千万円以下 1
３．３千万円超、1億円以下 4
４．1億円超、10億円以下 58
５．10億円超、１００億円以下 213
６．１００億円超 49
７．回答できない 10
無回答 0

１．１千万円以下 6
２．１千万円超、３千万円以下 14
３．３千万円超、１億円以下 33
４．１億円超、１０億円以下 124
５．１０億円超、１００億円以下 49
６．１００億円超 9
７．回答できない 7
無回答 2

2.5% 5.7%

13.5%

50.8%

20.1%

3.7%
2.9%

0.8%



（N=336）

3．会社の規模 ①（資本金）

【参考】下請代金支払遅延等防止法の対象となる取引

【資本金額】
資本金の額について、該当するものを一つご回答ください。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

8

（N=244）

情報成果物作成・役務提供委託を行う場合
（プログラムの情報成果物作成・役務提供委託を除く。）

下請事業者親事業者

資本金５千万以下
（個人含む）

資本金１千万以下
（個人含む）

資本金５千万超

資本金１千万超
５千万円以下

受注者発注者

【資本金額】
資本金の額について、該当するものを一つご回答ください。

2.7% 5.4%

17.0%

16.4%
53.9%

4.8%１．1千万円以下 9
２．1千万円超、5千万円以下 18
３．５千万円超、1億円以下 57
４．1億円超、3億円以下 55
５．3億円超 181
無回答 16

１．１千万円以下 104
２．１千万円超、５千万円以下 98
３．５千万円超、１億円以下 26
４．１億円超、３億円以下 3
５．３億円超 8
６．その他（個人事業主等） 1
無回答 4

42.6%

40.2%

10.7%

1.2%
3.3% 0.4%

1.6%



３．会社の規模 ②（放送事業者との資本関係）

【放送事業者との資本関係】

放送事業者と資本関係がありますか（貴社が放送事業者と同一株主の傘下にあるなど放送事業者と同一企業グループに
属している場合を含みます。）。

番組製作会社からの回答

9

（N=244）

１．ある 66
２．ない 177
無回答 1

27.0%

72.5%

0.4%



４．会社の取引構造①（取引の関係）

【下請状況の把握】
下請取引に関し、取引条件の改善、取引の適正化等の取組の実態に
ついて、どの程度先の取引関係についてまで把握していますか。

【下請実績】
放送コンテンツ製作業務を受注する際、どのお立場での取引が
最も多いですか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

10

（N=336） （N=244）

例）貴社→番組製作会社Ａ→番組製作会社Ｂ→番組製作会社Ｃ→番組製作会社Ｄ
（元請・一次） （二次） （三次） （四次）

例）放送事業者→番組製作会社Ａ→番組製作会社Ｂ→番組製作会社Ｃ→番組製作会社Ｄ
（元請・一次） （二次） （三次） （四次）

68.5%20.2%

1.5%
2.1%

7.4%

0.3%
１．貴社の直接取引先（元請・一次
取引先Ａ）の取組のみ把握

230

２．貴社から数えて二次取引先Ｂの
取組まで把握

68

３．貴社から数えて三次取引先Ｃの
取組まで把握

5

４．貴社から数えて四次取引先Ｄ以
降の取組まで把握

7

５．把握していない 25
無回答 1

１．放送事業者から元請・一次とし
て受注

179

２．元請・一次から二次として受注 62
３．二次から三次として受注 2
４．三次から四次として又はそれ以
降として受注

0

５．把握していない・不明 0
無回答 1

73.4%

25.4%

0.8%
0.0%0.0%
0.4%



４．会社の取引構造②（会社の種別）

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

11

【会社の種別】
会社の種別に該当するものを一つご回答ください。

（N=336）

【製作委託の種別】
調査対象期間中に、以下のいずれの種別の放送番組の全部又は
一部の製作委託を受けましたか。（複数回答可）

１．地上系（在京キー局） 6
２．地上系（地方局） 121
３．衛星系 47
４．ケーブルテレビ系 160
無回答 2

54.1%

66.0%

32.4%

21.7%

0.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

１．地上系（在京キー局）・・・・・・132

２．地上系（地方局）・・・・・・・・・・161

３．衛星系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79

４．ケーブルテレビ系・・・・・・・・・・53

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

(N=244)

1.8%

36.0%

14.0%

47.6%

0.6%



４．会社の取引構造③（製作する放送コンテンツの種類）

【製作する放送コンテンツの種類】
製作する放送コンテンツは以下のうち何ですか。（複数回答可）

12

番組製作会社からの回答

14.3%

50.8%

36.5%

11.5%

26.2%

13.9%

65.6%

9.8%

0.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

１．ドラマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

２．バラエティ・・・・・・・・・・・・・・・ 124

３．ドキュメンタリー・・・・・・・・・・・・89

４．アニメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

５．スポーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64

６．音楽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

７．報道、情報番組等・・・・・・・・・160

８．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

(N=244)



４．会社の取引構造④（放送コンテンツのうち最も多い取引）

【発注しているコンテンツ製作のうち最も多い取引】
発注しているコンテンツ製作のうち、最も多い取引（取引金額ベース）
は何ですか。

【受注しているコンテンツ製作のうち最も多い取引】
受注しているコンテンツ製作のうち、最も多い取引（取引金額ベース）
は何ですか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

13

（N=244）（N=336）

23.8%

53.0%

11.9%

6.0%

5.4%１．「完全製作委託型番組」の取引 80
２．「その他の情報成果物」の取引 178
３．役務委託（貴社から他社へ委託） 40
４．派遣（他社から貴社へ派遣） 20
無回答 18

１．「完全製作委託型番組」の取引 99
２．「その他の情報成果物」の取引 76
３．役務委託（他社から貴社が受託） 34
４．役務委託の再委託（貴社から他社
へ委託）

3

５．役務委託の再委託（他社から貴社
が受託）

0

６．派遣（貴社から他社へ派遣） 14
無回答 18

40.6%

31.1%

13.9%

1.2%
0.0%

5.7%
7.4%



４．会社の取引構造⑤（売り上げ全体に占める割合）

【売り上げ全体に占める割合】
年間取引において最も取引金額が多い放送事業者からの発注額（売上高）が、売上全体に占める割合は以下のうちどれですか。

14

（N=244）

番組製作会社からの回答

１．５％以下 19
２．５％超１０％以下 13
３．１０％超３０％以下 51
４．３０％超５０％以下 35
５．５０％超７０％以下 50
６．７０％超９０％以下 44
７．９０％超 23
無回答 9

7.8% 5.3%

20.9%

14.3%20.5%

18.0%

9.4%

3.7%



４．会社の取引構造⑥（放送コンテンツ製作以外で受注している業務）

15

【放送コンテンツ製作以外で受注している業務】
放送コンテンツ製作以外で受注している業務について当てはまるもの
があれば、全てご回答ください。（複数回答可）

【放送コンテンツ製作以外で受注している業務の割合】
放送コンテンツ製作以外の業務が全体の業務（売上高ベース）に
占める割合は以下のうちどれですか。

（N=244）

番組製作会社からの回答

１．該当する取引はない 17
２．０％超５％以下 54
３．５％超１０％以下 33
４．１０％超３０％以下 58
５．３０％超５０％以下 26
６．５０％超７０％以下 16
７．７０％超９０％以下 9
８．９０％超 16
９．わからない・把握していない 5
無回答 10

7.0%

22.1%

13.5%
23.8%

10.7%

6.6%

3.7% 6.6%

2.0% 4.1%

36.5%

48.0%

59.0%

39.3%

13.5%

9.0%

13.5%

13.9%

15.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

１．インターネット動画配信サービス（Ｎｅｔｆｌｉｘ、 Ａｍａｚｏｎ Ｐｒｉｍｅ、

Ｇｙａｏ！等）向け映像の製作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89

２．ＣＭ製作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 117

３．企業ＰＲ用映像の製作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・144

４．企業ＰＲ以外の企業用映像の製作（研修用映像など）・・・・・ 96

５．映画製作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

６．個人向けの映像製作（冠婚葬祭用など）・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

７．ＷＥＢデザイン（ホームページ作成等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

８．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

(N=244)



４．会社の取引構造⑦（放送コンテンツ製作以外で受注している業務）

16

【放送コンテンツ製作以外で受注している業務】
インターネット動画配信サービス向け映像の製作が全体の業務
（売上高ベース）に占める割合は以下のうちどれですか。

【放送コンテンツ製作以外で受注している業務の割合】
インターネット動画配信サービス向けの映像は他の映像製作と比較して
どのように感じられますか。（複数回答可）

（N=89）

番組製作会社からの回答

１．該当する取引はない 6
２．０％超５％以下 43
３．５％超１０％以下 16
４．１０％超３０％以下 13
５．３０％超５０％以下 3
６．５０％超７０％以下 0
７．７０％超９０％以下 0
８．９０％超 1
９．わからない・把握していない 5
無回答 2

29.2%

39.3%

21.3%

14.6%

11.2%

13.5%

16.9%

14.6%

4.5%

19.1%

3.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

１．製作費が高価である。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

２．製作費が安価である。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

３．書面や各種コンプライアンス対応が整っている。・・・・・・19

４．書面や各種コンプライアンス対応が整っていない。・・・・13

５．著作権などの製作費以外の条件が魅力的である。・・・・10

６．著作権などの製作費以外の条件が魅力的でない。・・・・12

７．放送番組の製作と比較して追加業務の負担が多い。・・15

８．放送番組の製作と比較して追加業務の負担が少ない。13

９．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

１０．メリットもデメリットのいずれも感じたことはない。・・・・・17

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

(N=89)

6.7%

48.3%

18.0%

14.6%

3.4%

0.0%
0.0% 1.1%

5.6%

2.2%



５．ガイドラインの認知度①

【ガイドラインの認知度】
「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」
（以下「ガイドライン」という。）を知っていましたか。

【ガイドラインの認知度】
「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」
（以下「ガイドライン」という。）を知っていましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

（N=244）（N=336）

17

96.1%

1.8% 2.1%
１．知っていた 323
２．知らなかった、本アンケートで
初めて知った

6

無回答 7

１．知っていた 198
２．知らなかった、本アンケートで
初めて知った

35

無回答 11

81.1%

14.3%

4.5%



５．ガイドラインの認知度②

【ガイドラインの理解度】
ガイドラインの内容を理解していますか。

【ガイドラインの理解度】
ガイドラインの内容を理解していますか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

18

（N=198）（N=323）

36.8%58.5%

4.3% 0.3%
１．十分に内容を理解している 119
２．概ね理解している 189
３．十分に理解していない 14
無回答 1

１．十分に内容を理解している 29
２．概ね理解している 143
３．十分に理解していない 25
無回答 1

14.6%

72.2%

12.6%

0.5%



６．発注書の書面交付①

【発注書】
番組製作会社等（フリーランスを含む）に放送コンテンツの製作を委託する
際、下請法の対象となる取引において、発注書面等の交付をしていました
か。

【発注書（放送事業者から受託する場合）】
放送事業者から放送コンテンツの製作を受託する際、下請法の対象と
なる取引において、発注書面等の交付を受けていましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

19

（N=336）

（N=64）

（N=179）
【発注書（番組製作会社から受託する場合）】
発注者である番組製作会社から放送コンテンツの製作を受託する際、
下請法の対象となる取引において、発注書面等の交付を受けていまし
たか。

79.2%

11.9%

3.3%

0.9%
2.1% 2.7%

１．常に発注書を交付していた（契
約書を発注書面とする場合を含む。
以下同じ。）。

266

２．おおむね発注書面を交付してい
た。

40

３．発注書面の交付をした場合と、し
ていなかった場合がそれぞれ半分
程度あった。

11

４．あまり発注書面の交付をしてい
なかった。

3

５．発注書面の交付を全くしていな
かった。

7

無回答 9

１．常に発注書面の交付を受けてい
た。（契約書を発注書面とする場合を
含む。以下同じ。）

108

２．おおむね発注書面の交付を受け
ていた。

32

３．発注書面の交付を受けた場合と、
受けなかった場合がそれぞれ半分程
度あった。

17

４．あまり発注書面の交付を受けな
かった。

8

５．発注書面の交付を全く受けなかっ
た。

3

無回答 11

１．常に発注書面の交付を受けてい
た。（契約書を発注書面とする場合を
含む。以下同じ。）

31

２．おおむね発注書面の交付を受け
ていた。

17

３．発注書面の交付を受けた場合と、
受けなかった場合がそれぞれ半分程
度あった。

4

４．あまり発注書面の交付を受けな
かった。

7

５．発注書面の交付を全く受けなかっ
た。

1

無回答 4

60.3%17.9%

9.5%

4.5%
1.7%

6.1%

48.4%

26.6%

6.3%

10.9%

1.6%

6.3%



６．発注書の書面交付② （参考：下請法の対象となる取引）

20

【参考】下請法の対象となる取引
（【資本金】の要件を満たし、かつ【情報成果物作成委託】であること、又は「役務委託」の再委託の場合。）

下請事業者親事業者

資本金５千万以下
（個人含む）

資本金１千万以下
（個人含む）

資本金５千万超

資本金１千万超
５千万円以下

受注者発注者
業務委託

派遣

情報成果物作成委託

役務委託

・親事業者の指揮
命令なし

・親事業者の指揮
命令あり

（下請法の対象）

（再委託の場合に限り、
下請法上の「役務提供委託」
として同法の対象
（例：製作会社が放送事業者等
から請負った役務の提供行為
の全部または一部を、他の製作
会社へ再委託する場合）※１）

完全製作委託型番組
(ドラマ、バラエティ等）

その他の情報成果物
・完全製作委託型番組以外の番組全体又は番組の一部分（コーナー）
・放送素材（脚本、ナレーション原稿、BGM、CG等）

・監督／演出 ・照明 ・音声
・ヘアメイク ・ロケハン等

・美術の道具類の操作 ・撮影※２
※１：親事業者が自ら用いる役務の場合、

下請法は適用されない。
※２：VTR等「情報成果物」の納入を求める

場合には、情報成果物作成委託に該当。



６．発注書の書面交付③ （発注書の交付を受けなかった場合の取引先・番組の種類）

【発注書面の交付を受けなかった場合のある番組製作会社における
放送事業者の種別】
発注書の交付を全く行っていなかった、あるいは、行わない場合が
あった放送事業者の種別を全てご回答ください。（複数回答可）

【発注書面の交付を受けなかった場合のある番組製作会社における
製作番組の種類】
書面の交付を受けなかった番組の種類は以下のうち何ですか。
（複数回答可）

21

番組製作会社からの回答

18.3%

66.7%

6.7%

11.7%

6.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

１．地上系（在京キー局）・・・・・・・・・・・ 11

２．地上系（キー局以外）・・・・・・・・・・・ 40

３．衛星系・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

４．ケーブルテレビ系・・・・・・・・・・・・・・・ 7

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

(N=60)

1.1%

30.3%

13.5%

3.4%

12.4%

3.4%

53.9%

7.9%

12.4%

2.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

１．ドラマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

２．バラエティ・・・・・・・・・・・・・・・・27

３．ドキュメンタリー・・・・・・・・・・・ 12

４．アニメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

５．スポーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・11

６．音楽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

７．報道、情報番組等 ・・・・・・・・ 48

８．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

９．わからない・把握していない・11

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

(N=89)



６．発注書の書面交付④ （番組製作会社から番組製作会社への再委託）

【発注書（番組製作会社に委託する場合）】
他の番組製作会社等に放送コンテンツの製作を委託（再委託）するケースで、下請法の対象となる取引において、
当該番組製作会社等に当該委託に係る書面の交付等を行いましたか。

22

（N=244）

番組製作会社からの回答

１．常に発注書その他の書面を交付等
していた。

88

２．おおむね書面を交付等していた。 26
３．書面の交付等をした場合と、してい
なかった場合がそれぞれ半分程度あっ
た。

4

４．あまり書面を交付等していなかった。 6
５．書面の交付等を全くしていなかった。 6
６．該当する事例はなかった。 96
無回答 18

36.1%

10.7%

1.6%2.5%2.5%

39.3%

7.4%



６．発注書の書面交付⑤（発注書の記載内容）

【「常に発注書を交付していた」「おおむね発注書面を交付していた」
「発注書面の交付をした場合と、していなかった場合がそれぞれ半分
程度あった」「あまり発注書面の交付をしていなかった」と回答した放送
事業者における発注書の記載事項】
放送番組の製作委託を発注する際、交付した発注書面には具体的な
必要記載事項を記載していましたか。

【放送事業者から「常に発注書面の交付を受けていた」「おおむね発注書
面の交付を受けていた」「発注書面の交付を受けた場合と、受けなかっ
た場合がそれぞれ半分程度あった」「あまり発注書面の交付を受けな
かった」と回答した番組製作会社における発注書の記載事項】
交付される発注書面には具体的な必要記載事項の記載はありましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

23

（N=320）

（N=165）
【番組製作会社から「常に発注書面の交付を受けていた」「おおむね発注
書面の交付を受けていた」「発注書面の交付を受けた場合と、受けな
かった場合がそれぞれ半分程度あった」「あまり発注書面の交付を受け
なかった」と回答した番組製作会社における発注書の記載事項】
交付される発注書面には具体的な必要記載事項の記載はありましたか。

（N=59）

83.8%

13.1%

0.3%
2.2%

0.6%１．常に交付段階で記載していた。 268
２．交付段階で記載している場合と、
記載していない場合があった。

42

３．常に交付段階においては記載
していなかった。

1

４．その他 7
無回答 2

１．常に交付段階で記載があった。 134
２．交付段階では記載のあった場合
と、記載がなかった場合があった。

23

３．常に交付段階においては記載が
なかった。

2

４．その他 2
無回答 4

１．常に交付段階で記載があった。 41
２．交付段階では記載のあった場合
と、記載がなかった場合があった。

12

３．常に交付段階においては記載が
なかった。

2

４．その他 3
無回答 1

81.2%

13.9%

1.2%
1.2% 2.4%

69.5%

20.3%

3.4%
5.1% 1.7%



６．発注書の書面交付⑥（補充書面）

【「交付段階で記載している場合と、記載していない場合があった。」
「常に交付段階においては記載していなかった。」と回答した放送事業
者における必要記載事項を記載した補充書面の交付状況】
必要記載事項を記載できない場合に、決定次第、必要記載事項を記
載した「補充書面」を交付しましたか。

【「交付段階では記載のあった場合と、記載がなかった場合があった。」
「常に交付段階においては記載がなかった。」と回答した番組製作会社
における補充書面の記載事項】

後に交付された補充書面において、具体的な必要記載事項の記載が
ありましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

24

（N=39）（N=43）

67.4%32.6%

0.0%
１．交付した 29
２．交付しなかった 14
無回答 0

１．記載があった 27
２．記載がなかった 11
無回答 1

69.2%

28.2%

2.6%



６．発注書の書面交付⑦（発注書の交付時期）

【 「常に発注書を交付していた」「おおむね発注書面を交付していた」「発
注書面の交付をした場合と、していなかった場合がそれぞれ半分程度
あった」「あまり発注書面の交付をしていなかった」と回答した放送事業者
における発注書の交付時期】
発注書面は概ねいつ交付していましたか。

【 「常に発注書面の交付を受けていた」「おおむね発注書面の交付を
受けていた」「発注書面の交付を受けた場合と、受けなかった場合がそ
れぞれ半分程度あった」「あまり発注書面の交付を受けなかった」と回
答した番組製作会社における発注書の受領時期（放送事業者から受
託する場合） 】
発注書面は概ねいつ交付されていましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

25

（N=320） （N=224）

１．受注後直ちに 113
２．製作開始後～納品時 80
３．納品後～放送前 8
４．放送後 11
５．その他（入金後、他の番組とま
とめて交付等）

5

無回答 7
50.4%

35.7%

3.6%
4.9%

2.2% 3.1%
１．発注後直ちに 293
２．製作開始後～受領時 17
３．受領後～放送前 1
４．放送後 0
５．その他（入金後、他の番組とまと
めて交付等）

6

無回答 3

91.6%

5.3%
0.3%

0.0%
1.9%

0.9%



６．発注書の書面交付⑧（下請法対象外の取引における書面交付）

【放送事業者における下請法対象外の取引における書面交付の状況】
下請法の対象となっていない放送コンテンツの製作取引において、番
組製作会社等（フリーランスを含む）に当該委託に係る書面の交付等
を行っていますか。

【番組製作会社における下請法対象外の取引における書面交付の状況】
下請法の対象となっていない放送コンテンツの製作取引において、委託
元（放送事業者等）から当該委託に係る書面の交付等は行われています
か。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

26

（N=336）

（N=244）
他の番組製作会社等に放送コンテンツの製作を委託（再委託）する
ケースで、下請法の対象となっていない放送コンテンツの製作取引に
おいて、当該委託に係る書面の交付等を行いましたか。

（N=244）

54.5%

20.5%

6.0%

8.0%

7.4%

3.6%
１．常に発注書その他の書面を交付
等していた。

183

２．おおむね書面を交付等していた。 69
３．書面を交付等していた場合と、し
ていなかった場合がそれぞれ半分
程度あった。

20

４．あまり書面を交付等していなかっ
た。

27

５．書面の交付等を全くしていなかっ
た。

25

無回答 12

１．常に発注書その他の書面の交付
等を受けていた。

78

２．おおむね書面の交付等を受けて
いた。

38

３．書面の交付等を受けた場合と、
受けなかった場合がそれぞれ半分程
度あった。

14

４．あまり書面の交付等を受けなかっ
た。

18

５．書面の交付等を全く受けなかった。 6
６．該当する事例はなかった。 64
無回答 26

１．常に発注書その他の書面を交付
等していた。

49

２．おおむね書面を交付等していた。 23
３．書面の交付等していた場合と、し
ていなかった場合がそれぞれ半分程
度あった。

9

４．あまり書面を交付等していなかっ
た。

13

５．書面の交付等を全くしていなかっ
た。

8

６．該当する事例はなかった。 113
無回答 29

32.0%

15.6%

5.7%

7.4%
2.5%

26.2%

10.7%

20.1%

9.4%

3.7%

5.3%
3.3%

46.3%

11.9%



６．発注書の書面交付⑨（放送事業者子会社からの番組製作の再委託）

【子会社からの番組製作の再委託の有無】
子会社等に放送コンテンツの製作を委託している場合において、当該
委託した製作の全部又は相当部分について、当該子会社等から番組
製作会社に再委託をしたことはありましたか。また、その際、当該子会
社等と当該番組製作会社との間で、当該委託に係る書面の交付等が
行われましたか。

【放送事業者の子会社からの番組製作の再委託の有無】
放送事業者の子会社等から放送コンテンツの製作の再委託を受けた
ことはありましたか。また、その際、当該子会社等と貴社との間で、当
該委託に係る書面の交付等が行われましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

27

（N=336） （N=244）

73.8%
11.6%

0.9%
5.1%

2.1%

6.5%

１．当該子会社等に委託した製作の
全部又は相当部分を再委託したこと
はない。

248

２．当該子会社等に委託した製作の
全部又は相当部分を再委託したこと
があり、書面の交付等が行われた。

39

３．当該子会社等に委託した製作の
全部又は相当部分を再委託したこと
があるが、書面の交付等が行われ
ないことがあった。

3

４．当該子会社等に委託した製作の
全部又は相当部分を再委託したか
どうかについて把握していない。

17

５．当該子会社等の書面の交付等
については把握していない。

7

無回答 22

１．当該子会社等に委託された番組
製作の全部又は相当部分の再委託
を受けたことはない。

158

２．当該子会社等に委託された番組
製作の全部又は相当部分の再委託
を受けたことがあり、書面の交付等
が行われた。

42

３．当該子会社等に委託された番組
製作の全部又は相当部分の再委託
を受けたことがあるが、書面の交付
等が行われないことがあった。

20

無回答 24

64.8%17.2%

8.2%
9.8%



６．発注書の書面交付⑩（保管期間）

「常に発注書を交付していた」「おおむね発注書面を交付していた」
「発注書面の交付をした場合と、していなかった場合がそれぞれ半
分程度あった」「あまり発注書面の交付をしていなかった」と回答した
放送事業者における発注書の保管期間】
番組製作会社と交わした発注書面やその取引（給付の内容、給付
の受領、下請代金の支払等）を記録した書類の保管期間は以下のう
ちどれですか。

【 「常に発注書面の交付を受けていた」「おおむね発注書面の交付を
受けていた」「発注書面の交付を受けた場合と、受けなかった場合が
それぞれ半分程度あった」「あまり発注書面の交付を受けなかった」と
回答した番組製作会社における発注書の保管期間】
放送事業者から受領した発注書面等について、保管期間は以下のう
ちどれですか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

28

（N=320）

（N=165）

発注者である番組製作会社から受領した発注書面等について、保管
期間は以下のうちどれですか。

（N=59）

85.9%

8.8%

0.3%
3.4% 1.6%１．２年間以上 275

２．１年～２年間未満 28
３．１年間未満 1
４．わからない 11
無回答 5

１．２年間以上 129
２．１年～２年間未満 9
３．１年間未満 6
４．わからない 13
無回答 8

１．２年間以上 49
２．１年～２年間未満 3
３．１年間未満 1
４．わからない 4
無回答 2

78.2%

5.5%

3.6% 7.9%

4.8%

83.1%

5.1%
1.7%

6.8%

3.4%



７．下請代金の支払①（支払期日）

【 「常に発注書を交付していた」「おおむね発注書面を交付していた」
「発注書面の交付をした場合と、していなかった場合がそれぞれ半分
程度あった」「あまり発注書面の交付をしていなかった」と回答した放
送事業者における発注書の支払期日】

発注書面に記載した下請代金の支払期日を、支払期日の起算日から
60日以内で具体的に記載していましたか。

【 「常に発注書面の交付を受けていた」「おおむね発注書面の交付を受け
ていた」「発注書面の交付を受けた場合と、受けなかった場合がそれぞれ
半分程度あった」「あまり発注書面の交付を受けなかった」と回答した番組
製作会社における発注書の支払期日】

発注書面に記載された下請代金の支払期日は、支払期日の起算日から
60日以内で具体的に記載されていましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

29

（N=320） （N=224）

89.7%

2.2%
2.8%

3.4% 1.9%
１．全て６０日以内となっていた。 287
２．６０日を超えていた場合があった。 7
３．期日記入なし 9
４．その他 11
無回答 6

１．全て６０日以内となっていた。 186
２．６０日を超えていた場合があった。 12
３．期日記入なし 7
４．その他 8
無回答 11

83.0%

5.4%

3.1%
3.6% 4.9%



７．下請代金の支払②（支払いの起算日）

【 「常に発注書を交付していた」「おおむね発注書面を交付していた」
「発注書面の交付をした場合と、していなかった場合がそれぞれ半分
程度あった」「あまり発注書面の交付をしていなかった」と回答した放送
事業者における支払期日の起算日】
支払期日の起算日を以下のうちどれに設定していますか。

【 「常に発注書面の交付を受けていた」「おおむね発注書面の交付を受け
ていた」「発注書面の交付を受けた場合と、受けなかった場合がそれぞれ
半分程度あった」「あまり発注書面の交付を受けなかった」と回答した番組
製作会社における発注書の支払期日の起算日】
支払期日の起算日は以下のうちどれに設定されていましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

30

（N=320） （N=224）

70.0%

17.8%

5.6%
4.1% 2.5%

１．番組製作会社等からの納品日 224
２．番組製作会社等からの情報成果
物を一時的に支配下におき、貴社の
内容確認が完了した日

57

３．放送日 18
４．上記いずれでもない 13
無回答 8

１．貴社からの納品日 116
２．貴社からの情報成果物を放送事
業者又は発注者である番組製作会社
が一時的に支配下におき、内容確認
を完了した日

24

３．放送日 61
４．上記いずれでもない 13
無回答 10 51.8%

10.7%

27.2%

5.8%

4.5%



８．著作権の帰属①（著作権譲渡の有無）

【発注した下請取引に占める完全製作委託型番組の割合】

発注した下請取引に占める「完全製作委託型番組」の割合がどの
程度かについてご回答ください。

【受託した下請取引に占める完全製作委託型番組の割合】

受託している下請取引に占める「完全製作委託型番組」の割合がどの
程度かについてご回答ください。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

31

（N=336） （N=244）

5.7%

17.3%

6.8%

30.4%

35.7%

4.2%
１．全てが「完全製作委託型番組」。 19
２．多くが「完全製作委託型番組」。 58
３．半分程度が「完全製作委託型番組」。 23
４．あまり「完全製作委託型番組」はな
い。

102

５．「完全製作委託型番組」は全くない。 120
無回答 14

１．全てが「完全製作委託型番組」。 25
２．多くが「完全製作委託型番組」。 65
３．半分程度が「完全製作委託型番
組」。

32

４．あまり「完全製作委託型番組」はな
い。

60

５．「完全製作委託型番組」は全くない。 39
無回答 23

10.2%

26.6%

13.1%

24.6%

16.0%

9.4%



８．著作権の帰属②（著作権の譲渡）

【 「完全製作委託型番組の製作委託をした」と回答した放送事業者に
おける著作権の譲渡等の有無】

「完全製作委託型番組」の製作委託をした際、番組製作会社が著作権
の保有を希望したにも関わらず、番組製作会社から著作権の譲渡等を
受けたことがありましたか。なお、著作権の譲渡等には貴社との共同
の保有や一部の支分権の譲渡も含めます。

【 「完全製作委託型番組の製作委託を受けた」と回答した番組製作会
社における著作権の譲渡等の有無】

放送事業者から完全製作委託型番組の製作委託を受けた際、貴社が
著作権の保有を希望したにも関わらず、著作権を放送事業者に譲渡
等したことがありましたか。なお、著作権の譲渡等には発注者との共同
の保有や一部の支分権の譲渡も含めます。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

32

（N=182）（N=202）

【著作権の譲渡を受けた番組の種類】

著作権の譲渡を受けた番組の種類は以下のうち何ですか。（複数回答可）

【著作権を譲渡した番組の種類】

著作権を譲渡等した番組の種類は以下のうち何ですか。（複数回答可）

4.5%

95.5%

0.0%

0.0%

33.3%

22.2%

0.0%

0.0%

11.1%

55.6%

22.2%

11.1%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

１．ドラマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0

２．バラエティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

３．ドキュメンタリー・・・・・・・・・・・・・ 2

４．アニメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0

５．スポーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0

６．音楽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

７．報道、情報番組等・・・・・・・・・・・5

８．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

９．わからない・把握していない・・・1

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0

(N=9)

１．あった 9
２．なかった 193
無回答 0

１．あった 21
２．なかった 159
無回答 2

14.3%

28.6%

23.8%

19.0%

0.0%

0.0%

33.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

１．ドラマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

２．バラエティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

３．ドキュメンタリー・・・・・・・・・・・・・・ 5

４．アニメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

５．スポーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0

６．音楽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0

７．報道、情報番組等）・・・・・・・・・・・7

８．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0

９．わからない・把握していない・・・・0

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0

(N=21)

11.5%

87.4%

1.1%



８．著作権の帰属③（著作権の譲渡に関する事前協議）

【 「著作権譲渡等を受けたことがある」と回答した放送事業者における

著作権の譲渡に関する事前協議】
「完全製作委託型番組」の製作委託をする際に、番組製作会社に帰属
している著作権の譲渡等を受ける場合、当該譲渡等について番組製作
会社と事前に協議をしましたか。

【 「著作権譲渡等をしたことがある」と回答した番組製作会社における

著作権の譲渡に関する事前協議】
放送事業者から完全製作委託型番組の製作委託を受ける際に、貴社
に帰属する著作権を譲渡等する場合、当該譲渡等について放送事業
者と事前に協議をしましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

33

１．著作権の譲渡等を受けた全ての番組について、事前に十分な協議を
した。

3

２．番組製作会社と事前の協議により定めたルール・契約ひな形に基づ
き著作権の譲渡等を決定していた。

6

３．協議をしている場合と、していない場合がそれぞれ半分程度あった。 0

４．自ら（貴社）が提示する条件に従わせており、協議はしなかった。 0

５．協議をしなかった（４．以外）。 0

無回答 0

１．著作権を譲渡等した全ての番組について、事前に十分な協議をした。 3

２．放送事業者と事前の協議により定めたルール・契約ひな形に基づき著
作権の譲渡を決定していた。

2

３．協議をしている場合と、していない場合がそれぞれ半分程度あった。 4

４．放送事業者が提示する条件に従っており、協議はしなかった。 10

５．協議をしなかった（４．以外）。 0

無回答 2



８．著作権の帰属④（著作権譲渡の対価の支払の有無、契約への記載）

【「著作権の譲渡を受けたことがある」と回答した放送事業者における
著作権の譲渡の対価の支払】
著作権譲渡等の対価を支払っていましたか。

【「著作権を譲渡したことがある」と回答した番組製作会社における
著作権の譲渡の対価の受取】
著作権譲渡の対価の額は適正でしたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

34

【 「著作権譲渡等を受けたことがある」と回答した放送事業者における

著作権譲渡等の対価の支払い・許諾に関する契約書等への記載】
事前の協議等の結果定めた著作権譲渡等の対価の支払い・許諾に関
する事項を発注書面や契約書等に記載していましたか。

【 「著作権譲渡等をしたことがある」と回答した番組製作会社における

著作権譲渡等の対価の支払い・許諾に関する契約書等への記載】
事前の協議等の結果定めた著作権譲渡等の対価の支払い・許諾に関
する事項は発注書面や契約書等に記載されていましたか。

１．著作権譲渡等の対価を支払っていた。 5

２．著作権譲渡等の対価を支払っていない場合があった。 4

無回答 0

１．全ての番組について、著作権譲渡等の対価の支払い・許諾に関する
事項を発注書面や契約書等に記載していた。

3

２．おおむね記載していた。 3

３．記載している場合と、記載していない場合がそれぞれ半分程度あった。 1

４．あまり記載していなかった。 1
５．全く記載していなかった。 1
６．発注書面や契約書等を交付していなかった。 0
無回答 0

１．適正だった。 5
２．適正ではなかった。 5
３．支払われていなかった。 9
無回答 2

１．全ての番組について、著作権譲渡等の対価の支払い・許諾に関する
事項が発注書面や契約書等に記載されていた。

7

２．おおむね記載されていた。 4
３．記載されている場合と、記載されていない場合がそれぞれ半分程度
あった。

1

４．あまり記載されていなかった 3
５．全く記載されていなかった 3
６．発注書面や契約書等の交付を受けていない。 0
無回答 3



８．著作権の帰属⑤（二次利用に関する窓口業務の担当に関する事前協議の有無）

【「完全製作委託型番組の製作委託をした」と回答した放送事業者に
おける二次利用に関する窓口業務の担当に関する事前協議の有無】
「完全製作委託型番組」の製作委託をする際に、その番組の二次利
用に関する窓口業務の担当の決定について、番組製作会社と事前
に協議をしましたか。

【「完全製作委託型番組の製作委託を受けた」と回答した番組製作会社
における二次利用に関する窓口業務の担当に関する事前協議の有無】
放送事業者から完全製作委託型番組の製作委託を受ける際に、その
番組の二次利用に関する窓口業務の担当の決定について、放送事業
者と事前に協議をしましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

35

（N=182）（N=202）

54.0%34.7%

4.0%
4.0%

3.0% 0.5%１．全ての番組について、事前に十分
な協議をした。

109

２．番組製作会社と事前の協議によ
り定めたルール・契約ひな形に基づ
き窓口業務の担当を決定していた。

70

３．協議をしている場合と、していない
場合がそれぞれ半分程度あった。

8

４．協議はしておらず、自ら（貴社）が
提示する条件に従わせていた。

8

５．協議をしなかった（４．以外）。 6
無回答 1

１．全ての番組について、事前に十分
な協議をした。

70

２．放送事業者と事前の協議により定
めたルール・契約ひな形に基づき窓
口業務の担当を決定していた。

40

３．協議をしている場合と、していない
場合がそれぞれ半分程度あった。

8

４．協議はしておらず、放送事業者が
提示する条件に従っていた。

56

５．協議をしなかった（４．以外）。 5
無回答 3

38.5%

22.0%
4.4%

30.8%

2.7% 1.6%



８．著作権の帰属⑥（二次利用に関する窓口業務の担当の決定方法）

【「完全製作委託型番組の製作委託をした」と回答した放送事業者にお
ける二次利用に関する窓口業務の担当の決定方法】
「完全製作委託型番組」の製作委託をする際に、その番組の二次利用
に関する窓口業務の担当の決定方法について以下のようなケースは
ありましたか。（複数回答可）

【「完全製作委託型番組の製作委託を受けた」と回答した番組製作会社
における二次利用に関する窓口業務の担当の決定方法】
放送事業者から完全製作委託型番組の製作委託を受ける際に、その
番組の二次利用に関する窓口業務の担当の決定方法について以下の
ようなケースはありましたか。（複数回答可）

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

36

52.2%

14.8%

6.0%

1.6%

6.0%

22.5%

2.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

１．放送事業者の社内規程により、

窓口業務は放送事業者に帰属する

ことになっている。・・・・・・・・・・・・・95

２．協議をしたが、これまでの内容か

ら変更はなく、放送事業者に窓口業

務が帰属した。・・・・・・・・・・・・・・・・27

３．協議をした結果、放送事業者と当

社で窓口業務を折半することになっ

た。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

４．協議をした結果、当社にすべての

窓口業務が帰属した。・・・・・・・・・・・3

５．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

６．上記いずれも当てはまらない・41

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

(N=182)

26.7%

40.6%

7.4%

9.4%

4.5%

21.8%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

１．当社の社内規程により、窓口業

務は当社に帰属することになってい

る。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

２．協議をしたが、これまでの内容か

ら変更はなく、当社に窓口業務が帰

属させた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82

３．協議をした結果、当社と番組製作

会社で窓口業務を折半することに

なった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

４．協議をした結果、番組製作会社

にすべての窓口業務が帰属し

た。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

５．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

６．上記いずれも当てはまらない・44

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0

(N=202)



８．著作権の帰属⑦（二次利用に関する窓口業務の担当に関する契約書等への記載）

【「完全製作委託型番組の製作委託をした」と回答した放送事業者にお
ける二次利用に関する窓口業務の担当に関する契約書等への記載】
二次利用に関する窓口業務の担当について、発注書面や契約書等に
記載していましたか。

【「完全製作委託型番組の製作委託を受けた」と回答した番組製作会
社における二次利用に関する窓口業務の担当に関する契約書等への
記載】
二次利用に関する窓口業務の担当について、発注書面や契約書等に
記載されていましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

37

（N=182）（N=202）

49.5%

13.9%
3.5%

12.4%

17.8%

2.5% 0.5%１．全ての番組について、窓口業務
の担当を発注書面や契約書等に記
載していた。

100

２．おおむね記載していた。 28
３．記載している場合と、記載してい
ない場合がそれぞれ半分程度あっ
た。

7

４．あまり記載していなかった。 25
５．全く記載していなかった。 36
６．発注書面や契約書等を交付して
いなかった。

5

無回答 1

１．全ての番組について、窓口業務
の担当が発注書面や契約書等に記
載されていた。

87

２．おおむね記載されていた。 38
３．記載されている場合と、記載され
ていない場合がそれぞれ半分程度
あった

11

４．あまり記載されていなかった 19
５．全く記載されていなかった 14
６．発注書面や契約書等の交付を受
けていない。

7

無回答 6

47.8%

20.9%

6.0%

10.4%

7.7%

3.8% 3.3%



８．著作権の帰属⑧（二次利用に関する窓口業務）

【 「完全製作委託番組の製作委託をした」と回答した放送事業者におけ
る二次利用に関する窓口業務】

「完全製作委託型番組」の製作委託をするに当たり、その番組の二次
利用に関する窓口業務を放送事業者が行うこととしたことはありますか。

【 「完全製作委託番組の製作委託を受けた」と回答した番組製作会社に
おける二次利用に関する窓口業務】

完全製作委託型番組の製作委託を受けるに当たり、その番組の二次利
用に関する窓口業務を放送事業者が行うこととされたことはありますか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

38

（N=202） （N=182）

41.6%
57.4%

1.0%１．あった 84
２．なかった 116
無回答 2

１．あった 95
２．なかった 81
無回答 6

52.2%
44.5%

3.3%



８．著作権の帰属⑨（二次利用料収益の配分）

【「二次利用料に関する窓口業務を行なった」と回答した放送事業者に
おける収益配分】
放送事業者が二次利用の窓口業務を行うこととした場合に、番組製作
会社に対し、二次利用収益を配分していましたか。

【「二次利用に関する窓口業務を放送事業者が行なった」と回答した
番組製作会社における収益配分】
放送事業者が二次利用の窓口業務を行う場合に、二次利用収益の
配分額は適正でしたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

39

（N=95）（N=84）

64.3%

35.7%

0.0%
１．二次利用収益を配分していた 54
２．二次利用収益を配分していない
場合があった

30

無回答 0

１．適正だった 64
２．適正ではなかった 7
３．配分されていなかった 23
無回答 1

67.4%7.4%

24.2%

1.1%



８．著作権の帰属⑩（二次利用料収益の配分額の決定方法）

番組製作会社からの回答
【二次利用の窓口業務を放送事業者が行う場合に、二次利用収益
の配分額は「適正ではなかった」と回答した番組製作会社における
配分額の決定方法】
二次利用収益の配分額が適正ではなかったとお考えになる理由を
全てご回答ください。（複数回答可）

放送事業者からの回答
【自社が二次利用の窓口業務を行うこととした場合に、番組製作会社に
対し、「二次利用収益を配分していた」と回答した放送事業者における
配分額の決定方法】
二次利用収益の配分額をどのように決定していましたか。

40

（N=54）

88.9%

0.0%
5.6%

5.6% 0.0%
１．番組製作会社との十分な協議に
より決定していた。

48

２．他の番組製作会社に製作を委
託した同種又は類似の番組の窓口
業務を行うこととした際の配分額を
参考に決定していた。

0

３．同じ番組製作会社に過去に製作
を委託した同種又は類似の番組の
窓口業務を行うこととした際の配分
額を参考に決定していた。

3

４．その他 3
無回答 0

6

0

1

1

0

0 1 2 3 4 5 6 7

１．配分額についての協議が十分に行われておら

ず、一方的に決定されていたから。・・・・・・・・・・・・・・

２．同種又は類似の番組製作を受託している他社の

配分額に比べて差別的であり、著しく低廉であったか

ら。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．自社が過去に同種又は類似の番組の二次利用

に関する窓口業務を放送事業者が行うこととした際

の配分額に比べて、著しく低廉であったから。・・・・・

４．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(N=7)



【二次利用の窓口業務を放送事業者が行う場合に、二次利用収益の配
分を受けた番組製作会社における収益の再配分】
放送事業者から配分された二次利用収益を、貴社から他の著作権等の
権利者に対して再配分していましたか。

８．著作権の帰属⑪（二次利用料収益の他の権利者への再配分）

41

（N=71）

【二次利用の窓口業務を放送事業者が行う場合に、二次利用収益の
配分を受けた番組製作会社における再配分額の決定方法】
他の著作権等の権利者に対する二次利用収益の再配分額を、どのよ
うに決定していましたか。

（N=71）

番組製作会社からの回答

１．再配分をしていた。 44
２．再配分をしている場合と、再配
分をしていない場合があった。

11

３．再配分をしていなかった。 15
無回答 1

１．当該他の著作権等の権利者と
の十分な（両者が納得するまでの）
協議により決定していた。

44

２．当該他の著作権等の権利者と
協議した場合と、しなかった場合が
あった。

18

３．その他 6
無回答 3

62.0%15.5%

21.1%

1.4%

62.0%
25.4%

8.5%

4.2%



９．取引価格の決定 ①（事前協議の有無）

【事前協議の有無】
調査対象期間中に放送番組を製作委託する際に、下請代金（取引価
格）について、番組製作会社等（フリーランスを含む）と事前に協議を
しましたか。

【放送事業者との事前協議の有無】
調査対象期間中に放送番組の製作委託を受ける際に、下請代金（取
引価格）について、放送事業者と事前に協議をしましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

42

（N=336）

（N=179）

【番組製作会社間の事前協議の有無】
調査対象期間中に放送番組の製作委託を受ける際に、下請代金（取
引価格）について、発注者である番組製作会社と事前に協議をしまし
たか。

（N=64）

89.3%

5.4%
0.3%

0.3%
0.0%

4.8%１．全ての番組について事前に十分
な協議をした。（事前に出した条件に
番組製作会社が納得したため、協議
の必要がなかった場合を含む。）

300

２．おおむね事前に十分な協議をした 18
３．協議を行っている場合と、行ってい
ない場合がそれぞれ半分程度あった。

1

４．あまり協議をしなかった。 1
５．協議を全くしなかった。 0
無回答 16

１．全ての番組について、事前に十分
な（両者が納得するまでの）協議をし
た。（事前に出された条件に納得した
ため、協議の必要がなかった場合を
含む。）

92

２．おおむね事前に十分な協議をした。 38
３．協議を行っている場合と、行って
いない場合がそれぞれ半分程度あっ
た。

12

４．あまり協議をしなかった。 13
５．協議を全くしなかった。 5
無回答 19

１．全ての番組について、事前に十分
な（両者が納得するまでの）協議をし
た。（事前に出された条件に納得した
ため、協議の必要がなかった場合を
含む。）

24

２．おおむね事前に十分な協議をした。 19
３．協議を行っている場合と、行ってい
ない場合がそれぞれ半分程度あった。

9

４．あまり協議をしなかった。 4
５．協議を全くしなかった。 1
無回答 7

51.4%

21.2%

6.7%

7.3%

2.8%
10.6%

37.5%

29.7%

14.1%

6.3%

1.6%
10.9%



【 「おおむね事前に十分な協議をした。」 「協議を行っている場合と、
行っていない場合があった。」「あまり協議をしなかった。」「協議を全く
しなかった」と回答した放送事業者の具体的な事例】
下請代金が協議により定められていない場合に、調査対象期間中に
以下のような事例はありましたか。（複数回答可）

９．取引価格の決定②（具体的事例）

43

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答
【 「おおむね事前に十分な協議をした。」 「協議を行っている場合と、
行っていない場合があった。」「あまり協議をしなかった。」「協議を全く
しなかった」と回答した番組製作会社の具体的な事例】
下請代金が協議により定められていなかった場合に、調査対象期間
中に以下のような事例はありましたか。（複数回答可）

1

0

1

18

0

0 5 10 15 20

１．放送事業者側から、数年間継続して製作を請け負

わせていた番組について、番組改編期などを機会に、

放送事業者の経費削減を理由として、一律に一定比率

で製作費の削減を一方的に通知し、受け入れさせた。

２．放送事業者側から、数年間継続して製作を請け負

わせていた番組について、これまでと同程度の経費が

必要であるにも関わらず、製作費の大幅な減額を、一

方的に通知し、受け入れさせた。・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．番組製作会社は、放送事業者側から通知のあった

条件に納得はしていないようだったが、特に協議の要

求はなかったため、その条件を受け入れさせた。・・・

４．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(N=20)

19

7

5

28

24

1

8

4

1

13

11

2

0 10 20 30

１．発注者側から、数年間継続して製作を請け負っ

ている番組について、番組改編期などを機会に、発

注者側の経費節減を理由として、一律に一定比率

で製作費の削減を一方的に通知された。・・・・・・・・

２．発注者側から、数年間継続して製作を請け負っ

ている番組について、これまでと同程度の経費が

必要であるにも関わらず、製作費の大幅な減額を

一方的に通知された。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．同種又は類似の放送番組の製作を受託してい

る他の番組製作会社と比べて差別的な製作費を、

合理的な理由なく、一方的に通知された。・・・・・・・・

４．発注者から通知のあった条件に納得はしていな

かったが、協議を要求すると他の取引に影響が生

じる心配があることから、特に協議を要求せずその

条件を受け入れざるを得なかった。・・・・・・・・・・・・

５．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

放送事業者との取引(N=68) 番組製作会社との取引(N=33)



９．取引価格の決定③（価格の決定方法）

44

（N=336）

【価格の決定方法】
取引に際し、下請代金の決定を、主にどのように実施していますか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

【価格の決定方法】
取引に際し、下請代金の決定を、主にどのように実施していますか。

（N=244）

31.3%

57.7%

2.4%
2.4% 2.1% 4.2%

１．番組製作会社から提供された
見積を元に決定

105

２．番組製作会社の見積と、貴社
の予算を元に金額のすり合わせを
行って決定

194

３．貴社が定める予算に合うように
積み上げて決定

8

４．前回取引と同一の金額に決定 8
５．その他 7
無回答 14

１．予想される人件費や費用の積
み上げた見積を元に決定

59

２．見積とクライアントの予算を元に
金額のすり合わせを行って決定

110

３．クライアントが定める予算に合う
ように積み上げて決定

33

４．前回取引と同一の金額に決定 14
５．その他 1
無回答 27

24.2%

45.1%

13.5%

5.7%

0.4%
11.1%



【採算の確保が困難な取引の有無】
調査対象期間中、放送コンテンツの製作の発注の際に、番組製作
会社にとって採算の確保が厳しいと推測された取引はありましたか。

９．取引価格の決定④（採算の確保が困難な取引（その１））

45

（N=244）

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

【採算の確保が困難な取引の有無】
調査対象期間中、放送コンテンツの製作の委託を受ける際に、
下請代金について採算の確保が困難な取引はありましたか。

（N=336）

76.8%

2.4%

16.4%

4.5%１．なかった 258
２．あった 8
３．わからない 55
無回答 15

１．なかった 132
２．あった 51
３．わからない 33
無回答 28

54.1%

20.9%

13.5%

11.5%



９．取引価格の決定④（採算の確保が困難な取引（その２））

46

【採算の確保が困難な取引をした理由】
採算の確保が困難であるにもかかわらず、取引をした理由は何ですか。
（複数回答可）

【番組製作会社の採算の確保が困難な取引をした理由】
番組製作会社にとって採算の確保が厳しいと推測されたにもかかわらず、
発注できた理由は何ですか。（複数回答可）

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

5

0

0

0

1

2

0

0 2 4 6

１．貴社と資本関係が強い（子会社等である）から・・・・・・・・ 5

２．他に発注している業務への納期を緩和するかわりに発注

したから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0

３．他に発注している業務への品質を緩和するかわりに発注

したから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0

４．他に発注している業務の著作権など知的財産権を付与す

るかわりに発注したから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0

５．発注後に追加の業務が発生し、あらかじめ採算確保が困

難であることを見通せなかったから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

６．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0

(N=8)

15

3

38

2

3

1

13

5

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

１．発注者から受託するように要望があったから・・・

２．発注者と資本関係が強い（子会社等）から・・・・・

３．発注者との間の今後の取引に影響があるから・

４．他に受託している業務への納期に対する要求が

厳しくなるかもしれないから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５．他に受託している業務への品質に対する要求が

厳しくなるかもしれないから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６．他に受託している業務の著作権など知的財産権

を失う可能性があるかもしれないから・・・・・・・・・・・・

７．受託後にあった追加の要望が多く、あらかじめ採

算確保が困難であることを見通せなかったから・・

８．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(N=51)



９．取引価格の決定⑤（働き方改革の順守状況（その１） ）

【働き方改革】
取引のある番組製作会社が働き方改革関連法を遵守できるよう
配慮していますか。

【働き方改革】
働き方改革関連法を遵守できていますか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

47

（N=244）（N=336）

68.8%

18.5%

0.6%
1.2%

0.3%

6.5%

4.2%１．常に配慮していた 231
２．おおむね配慮していた 62
３．配慮している場合と、していない
場合がそれぞれ半分程度あった

2

４．あまり配慮しなかった 4
５．全く配慮しなかった 1
６．分からない・把握していない 22
無回答 14

１．働き方改革関連法を常に遵守
できていた

83

２．働き方改革関連法をおおむね
遵守できていた

79

３．働き方改革関連法を遵守できて
いた場合と、できなかった場合がそ
れぞれ半分程度あった

34

４．働き方改革関連法をあまり遵守
できなかった

14

５．働き方改革関連法を全く遵守で
きなかった

2

６．分からない・把握していない 5
無回答 27

34.0%

32.4%

13.9%

5.7%

0.8%
2.0%

11.1%



９．取引価格の決定⑤ （働き方改革の順守状況（その２） ）

【「おおむね配慮していた」「配慮している場合と、していない場合が
それぞれ半分程度あった」「あまり配慮しなかった」「全く配慮しな
かった」「分からない・把握していない」と回答した放送事業者にお
ける働き方改革関連法が順守できていない等の理由】
取引のある製作会社が働き方改革を遵守できるよう配慮してない、
あるいは、分からない理由は何ですか。（複数回答可）

【「働き方改革関連法をおおむね遵守できていた」「働き方改革関連法
を遵守できていた場合と、できなかった場合がそれぞれ半分程度あっ
た」「働き方改革関連法をあまり遵守できなかった」「働き方改革関連法
を全く遵守できなかった」「分からない・把握していない」と回答した番組
製作会社における働き方改革関連法が順守できていない等の理由】
働き方改革関連法を遵守できていない、あるいは、分からない理由は
何ですか。（複数回答可）

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

48

41.8%

8.8%

9.9%

4.4%

0.0%

1.1%

49.5%

1.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

１．予算が限られている中、短い期間で番組を製

作する必要があるから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38

２．発注の決定までに時間を要するため、納期ま

でに十分な期間を確保できないから・・・・・・・・・・ 8

３．状況に応じて発注内容を頻繁に変更する必要

があるから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

４．業務が多く、働き方改革関連法を遵守できる状

況でないから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

５．そもそもコンテンツ製作は働き方改革関連法に

馴染まないと思っており遵守する気がないから・0

６．働き方改革関連法の内容をよく理解していない

から・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

７．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

(N=91)

21.6%

40.3%

17.2%

31.3%

9.7%

6.0%

29.9%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

１．発注者から適正な対価のないままに短い期間で

番組を製作することが求められているから・・・・・・29

２．発注の決定が遅く、納期までに十分な期間が確

保されていないから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54

３．発注者から発注後に発注内容を頻繁に変更され

るから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

４．現在請け負っている業務が多く、働き方改革関

連法を遵守できる状況でないから・・・・・・・・・・・・・ 42

５．そもそもコンテンツ製作は働き方改革関連法に

馴染まないと思っており遵守する気がないから・・ 13

６．働き方改革関連法の内容をよく理解していない

から・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・ 8

７．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0

(N=134)



10．取引内容の変更及びやり直し ①

【事例の有無】

番組製作会社に製作委託をした番組の製作中、又は番組が納品された
後に、放送事業者から、番組製作会社に対し、次のような要請をしたこと
はありましたか。

【放送事業者との事例の有無】

放送事業者から製作委託を受けた番組を製作中、又は納品した後に、
次のような要請を受けたことはありますか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

49

（N=336）
（N=179）

（N=64）

【番組製作会社間での事例の有無】

発注者である番組製作会社から製作委託を受けた番組を製作中、
又は納品した後に、次のような要請を受けたことはありますか。

【事例（番組製作会社の設問）】
１．番組の予告編の本数の増加や番組に関するホームページの作成といった、当初の発注
書や契約書には記載のなかった業務を追加で発注された。
２．発注者（注：放送事業者又は発注者である番組製作会社を指す。以下同じ。）から製
作委託を受けた番組を、当初の発注書や契約書の記載通りに作成し、一度は発注者の了
解を得て納入した後に、番組製作会社に瑕疵は無いにも関わらず、発注者から、一方的
に、一部又は全部の修正を求められた。
３．製作委託を受けた番組の製作中に、発注者に対し、委託内容について確認を行ったに
も関わらず、発注者は、正当な理由なく回答せず、継続して作業を行わせ、その後、当
該番組が委託内容とは異なるとしてやり直しを要請された。
４．製作委託を受けた番組の製作中に、発注者に対し、委託内容について確認を行い、発
注者が了承したにもかかわらず、その後、当該番組が委託内容とは異なるとしてやり直
しを要請された。
５．製作委託を受けた番組の納入後、発注者が検査基準を厳しくして検査をし、その結果、
委託内容とは異なる等としてやり直しを要請された。
６．製作委託を受けた番組の納入後、委託内容と異なることや瑕疵があることを直ちに発
見出来るようなものであったにも関わらず、受領された後、一年以上を経過して、やり
直しを要請された。
７．レギュラー契約で年間放送をしていた番組について、特段の協議なく、既に製作を委
託していた本数を取り消して、年間放送分の一部を再放送にすると要請があった。

92.9%

2.4% 4.8%

１．次のような事例はなかった 312
２．次のような事例があった 8
無回答 16

１．次のような事例はなかった 131
２．次のような事例があった 28
無回答 20

１．次のような事例はなかった 48
２．次のような事例があった 8
無回答 8

73.2%

15.6%

11.2%

75.0%

12.5%

12.5%



１０．取引内容の変更及びやり直し ②（具体的事例：番組製作会社からの回答）

【放送事業者との具体的な事例】
調査対象期間中に放送事業者から製作委託を受けた番組を製作中、又は納品した後に、
次のような要請を受けたことはありますか。（複数回答可）

50

番組製作会社からの回答

11.2%

3.4%

0.6%

1.7%

1.7%

0.0%

2.2%

73.2%

11.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

１．番組の予告編の本数の増加や番組に関するホームページの作成といった、当初の発注書

や契約書には記載のなかった業務を追加で発注された。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

２．放送事業者から製作委託を受けた番組を、当初の発注書や契約書の記載通りに作成し、一

度は了解を得て納入した後に、貴社に瑕疵は無いにも関わらず、一方的に、一部又は全部の

修正を求められた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6

３．製作委託を受けた番組の製作中に、放送事業者に対し、委託内容について確認を行ったに

も関わらず、放送事業者は、正当な理由なく回答せず、継続して作業を行わせ、受領後に、当

該番組が委託内容とは異なるとしてやり直しを要請された。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

４．製作委託を受けた番組の製作中に、放送事業者に対し、委託内容について確認を行い、放

送事業者が了承したにもかかわらず、受領後に、当該番組が委託内容とは異なるとしてやり直

しを要請された。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

５．製作委託を受けた番組の納入後、放送事業者が検査基準を厳しくして検査をし、その結果、

委託内容とは異なる等としてやり直しを要請された。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

６．製作委託を受けた番組の納入後、委託内容と異なることや瑕疵があることを直ちに発見出

来るようなものであったにも関わらず、受領された後、一年以上を経過して、やり直しを要請され

た。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0

７．レギュラー契約で年間放送をしていた番組について、特段の協議なく、既に製作を委託して

いた本数を取り消して、年間放送分の一部を再放送にすると要請があった。・・・・・・・・・・・・・・・4

８．「１」～「７」のような事例はなかった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

(N=179)



１０．取引内容の変更及びやり直し ③（具体的事例：番組製作会社間の取引）

【番組製作会社間での具体的な事例】
調査対象期間中に発注者である番組製作会社から製作委託を受けた番組を製作中、
又は納品した後に、次のような要請を受けたことはありますか。（複数回答可）

51

番組製作会社からの回答

10.9%

3.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

3.1%

75.0%

12.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

１．番組の予告編の本数の増加や番組に関するホームページの作成といった、当初の発注書や

契約書には記載のなかった業務を追加で発注された。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

２．発注者である番組製作会社から製作委託を受けた番組を、当初の発注書や契約書の記載通

りに作成し、一度は了解を得て納入した後に、貴社に瑕疵は無いにも関わらず、一方的に、一部

又は全部の修正を求められた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

３．製作委託を受けた番組の製作中に、発注者である番組製作会社に対し、委託内容について確

認を行ったにも関わらず、発注者である番組製作会社は、正当な理由なく回答せず、継続して作

業を行わせ、受領後に、当該番組が委託内容とは異なるとしてやり直しを要請された。・・・・・・・・0

４．製作委託を受けた番組の製作中に、発注者である番組製作会社に対し、委託内容について確

認を行い、発注者である番組製作会社が了承したにもかかわらず、受領後に、当該番組が委託

内容とは異なるとしてやり直しを要請された。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0

５．製作委託を受けた番組の納入後、発注者である番組製作会社が検査基準を厳しくして検査を

し、その結果、委託内容とは異なる等としてやり直しを要請された。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0

６．製作委託を受けた番組の納入後、委託内容と異なることや瑕疵があることを直ちに発見出来

るようなものであったにも関わらず、受領された後、一年以上を経過して、やり直しを要請され

た。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0

７．レギュラー契約で年間放送をしていた番組について、特段の協議なく、既に製作を委託してい

た本数を取り消して、年間放送分の一部を再放送にすると要請があった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

８．「１」～「７」のような事例はなかった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

(N=64)



１０．取引内容の変更及びやり直し ④（追加の費用の支払い）

【「追加の発注ややり直しを要請した」と回答した放送事業者における追
加費用の支払い】

追加の発注や一部又は全部の修正を行うための、追加の費用（税込み）
を支払いましたか。

【「追加の発注ややり直しを要請された」と回答した番組製作会社にお
ける追加費用の支払い】

発注者から、追加の発注や一部又は全部の修正を行うための、追加
の費用（税込み）の支払はありましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

52

5

1

0

0

0

0 2 4 6

１．番組製作会社との十分な協議の結果、全額

を貴社が支払った。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

２．番組製作会社との十分な協議の結果、一部

を貴社が支払った。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

３．十分な協議をせず、自ら（貴社）が一方的に

決定した割合を支払った。・・・・・・・・・・・・・・・・0

４．追加の費用を支払わなかったことがある。0

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0

(N=6)

8

10

8

9

0

0 4 8 12 16

１．発注者との十分な協議の結果、全額が

支払われた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２．発注者との十分な協議の結果、一部が

支払われた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．十分な協議はなく、発注者が一方的に

決定した割合が支払われた。・・・・・・・・・・・

４．追加の費用の支払はなかった。・・・・・・・

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(N=35)



１１．放送コンテンツ（アニメ分野）における製作取引 ①

【アニメ分野における製作への関与】
調査対象期間中に、アニメ番組の製作委員会に参加したことは
ありましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答
【アニメ分野における製作への関与】
調査対象期間中に、アニメ番組の製作（製作委託を受けたことや、
製作委員会への参加）に携わったことはありましたか。

（N=244）

53

（N=336）

【参考】放送番組（アニメ分野）の製作取引の形態

放送局

二次下請以降
（下請アニメ制作会社、

フリーランス等）

アニメ制作会社

放送局

二次下請以降
（下請アニメ制作会社、

フリーランス等）

製作取引形態②
（放送局：参加 アニメ制作会社：参加）

二次下請以降
（下請アニメ制作会社、

フリーランス等）

アニメ制作会社

製作委員会

製作取引形態③
（放送局：不参加 アニメ制作会社：参加）

制作委託 制作委託 制作委託

アニメ制作会社アニメ制作会社

製作委員会製作委員会

広告
代理店 出版社 DVD

販売会社

アニメ制作会社

等 等 等

放送局
放送局が
放送権を
購入して
放送 など

製作取引形態①
（放送局：参加 アニメ制作会社：不参加）

広告
代理店 出版社 DVD

販売会社

放送局
放送局が
放送権を
購入して
放送 など

広告
代理店 出版社 DVD

販売会社

放送局
放送局が
放送権を
購入して
放送 など

8.0%

87.5%

4.5%

１．あった 27
２．なかった 294
無回答 15

１．携わった 17
２．携わっていなかった 197
無回答 30

7.0%

80.7%

12.3%



１１．放送コンテンツ（アニメ分野）における製作取引②
（放送事業者の参加している製作委員会からの受発注）

【アニメ分野における製作取引形態①】
貴社が参加している製作委員会から、当該製作委員会に参加していない
アニメ製作会社に対してアニメ番組の製作を委託したことはありましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答
【アニメ分野における製作取引形態①】
放送事業者が参加している製作委員会から、当該製作委員会に参加し
ていない貴社に対してアニメ番組の製作を委託されたことがありましたか。

54

《製作委員会への参加の形態》
・放送事業者 ：参加
・番組製作会社：不参加

《製作委員会への参加の形態》
・放送事業者 ：参加
・番組製作会社：不参加

12

15

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

１．あった・・

２．なかった

無回答・・・・

(N=27)

5

12

0

0 2 4 6 8 10 12 14

１．あった・・

２．なかった

無回答・・・・

(N=17)



１１．放送コンテンツ（アニメ分野）における製作取引③
（放送事業者及びアニメ制作会社の参加している製作委員会への参加）

【アニメ分野における製作取引形態②】
アニメ製作会社が参加する製作委員会に参加したことはありましたか。

【アニメ分野における製作取引形態②】
放送事業者が参加している製作委員会に、参加したことはありましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

55

《製作委員会への参加の形態》
・放送事業者 ：参加
・番組製作会社 ：参加

《製作委員会への参加の形態》
・放送事業者 ：参加
・番組製作会社 ：参加

25

2

0

0 5 10 15 20 25 30

１．あった・・

２．なかった

無回答・・・・

(N=27)

15

2

0

0 4 8 12 16

１．あった・・

２．なかった

無回答・・・

(N=17)



放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答
【製作取引形態②のときのパターン】
最も多いパターンについて回答してください。

【製作取引形態②のときのパターン】
最も多いパターンについて回答してください。

１１．放送コンテンツ（アニメ分野）における製作取引④
（製作委員会における役割分担）

56

4

6

15

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16

１．貴社が主たる幹事会社で、アニメ番組製

作会社（例：アニメーションスタジオ・アニメ企

画会社等）がメンバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２．アニメ番組製作会社（例：アニメーションス

タジオ・アニメ企画会社等）が主たる幹事会

社で、貴社がメンバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．放送事業者やアニメ番組製作会社（例：

アニメーションスタジオ・アニメ企画会社等）も

メンバーであり、主たる幹事会社はそれ以外

の会社（例：ビデオメーカー、玩具会社等）・・

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(N=25)

6

3

6

0

0 2 4 6 8

１．貴社が主たる幹事会社で、放送事業者が

メンバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２．放送事業者が主たる幹事会社で、貴社が

メンバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．貴社も放送事業者もメンバーであり、主た

る幹事会社はそれ以外の会社（例：ビデオメー

カー、玩具会社等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(N=15)



放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答
【製作取引形態②のときの局印税の取り扱い】
製作委員会から局印税を受け取ったことがありましたか。

【製作取引形態②のときの局印税の取り扱い】
放送事業者に対して局印税を支払ったことがありましたか。

１１．放送コンテンツ（アニメ分野）における製作取引⑤
（局印税の取扱い）

57

10

14

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16

１．あった・・

２．なかった

無回答・・・・

(N=25)

9

6

0

0 4 8 12 16

１．あった・・

２．なかった

無回答・・・・

(N=15)

局印税：放送事業者が、アニメ番組を放送することによって、プロモーション効果があるとして、放送したことを
理由に要請する、アニメ番組の二次利用収益の一定率による配分。



１１．放送コンテンツ（アニメ分野）における製作取引⑥
（局印税の事前協議の有無）

【製作取引形態②のときの局印税に関する事前協議の有無】

アニメ番組の放送に係る局印税について、製作委員会において事前に
協議をしましたか。

【製作取引形態②のときの局印税に関する事前協議の有無】
アニメ番組の放送に係る局印税について、製作委員会内部で放送
事業者を含むメンバーと事前に協議を行いましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

58

10

0

0

0

0

0 2 4 6 8 10 12

１．全てのアニメ番組について、事前に十分

な協議をした。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２．協議をしている場合と、していない場合

があった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．協議はしておらず、自ら（貴社）が提示す

る条件に従わせていた。・・・・・・・・・・・・・・・・

４．協議をしなかった（３．以外）。・・・・・・・・・

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(N=10)

7

1

1

0

0

0 2 4 6 8

１．全てのアニメ番組について、製作委員会内部

で事前に十分な（両者が納得するまでの）協議を

した。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２．協議をしている場合と、していない場合があっ

た。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．協議はしておらず、製作委員会に参加してい

る放送事業者が提示する条件に従っていた。・・

４．協議をしなかった（３．以外）。・・・・・・・・・・・・

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(N=9)



１１．放送コンテンツ（アニメ分野）における製作取引⑦
（契約書における局印税の記載）

【製作取引形態②のときの契約書への記載】
局印税の額や、その他の条件を、製作委員会の組成にかかる契約書又
は覚書等（以下、「製作委員会契約書等」という。）に記載していましたか。

【製作取引形態②のときの契約書への記載】

局印税の額や、その他の条件は、製作委員会の組成にかかる契約書又は
覚書等（以下、「製作委員会契約書等」という。）に記載されていましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

59

10

0

0

0

0

0

0

0 5 10 15

１．全てのアニメ番組について、局印税の額その他

の条件を、製作委員会契約書等に記載していた。・・

２．おおむね記載していた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．記載している場合と、記載していない場合がそれ

ぞれ半分程度あった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４．あまり記載していなかった。・・・・・・・・・・・・・・・・・

５．全く記載していなかった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６．製作委員会契約書を交付していなかった。・・・・

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(N=10)

9

0

0

0

0

0

0

0 5 10 15

１．全てのアニメ番組について、局印税の額その他の条

件が、製作委員会契約書等に記載されていた。・・・・

２．おおむね記載されていた。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．記載されている場合と、記載されていない場合がそ

れぞれ半分程度あった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４．あまり記載されていなかった。・・・・・・・・・・・・・・・・・

５．全く記載されていなかった。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６．製作委員会契約書の交付を受けていない。・・・・・

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(N=9)



1

0

0

2

0

1

0

0 1 2 3 4 5 6 7

１．局印税の額について協議が十分に行われておらず、

一方的に決定されていたから。・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２．同種又は類似のアニメ番組製作における他の製作

委員会が支払っている局印税の額に比べて差別的であ

り、著しく高価であったから。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．過去の同種又は類似のアニメ番組の製作委員会に

おける局印税の額に比べて、著しく高価であったから。・・

４．製作委員会への出資額に対して、放送事業者が得

られる利益が大きすぎると感じるから。・・・・・・・・・・・・・・

５．製作委員会への出資を行っていないにもかかわらず、

放送事業者が得られる利益が大きすぎると感じるか

ら。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(N=2)

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答
【製作取引形態②のときの局印税の適正さ】
支払った局印税の額は適正だったとお考えですか。

１１．放送コンテンツ（アニメ分野）における製作取引⑧
（局印税の適切さ）

60

【製作取引形態②のときの局印税の適正さ】
受け取った局印税の額は適正だったとお考えですか。

【製作取引形態②のときの局印税の額が適正でないと考える理由】
局印税の額が適正ではなかったとお考えになる理由を全て教えてくだ
さい。（複数回答可）

10

0

0

0 2 4 6 8 10 12

１．適正だった・・・・・・・・

２．適正ではなかった・・

無回答・・・・・・・・・・・・・

(N=10)

6

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7

１．適正だった・・・・・

２．適正ではなかった

無回答・・・・・・・・・・

(N=9)



１２．フリーランスとの取引①（取引の有無）

【製作委託取引の有無】
放送コンテンツの製作において、フリーランスに対して請負・委任する
ことはありましたか。

【製作委託取引の有無】
放送コンテンツの製作において、フリーランスに対して請負・委任する
ことはありましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

61

（N=318）（N=506）

本調査における「フリーランス」の定義は、「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身
の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」とする

43.5%
52.4%

4.2%
１．あった 220
２．なかった 265
無回答 21

１．あった 186
２．なかった 101
無回答 31

58.5%
31.8%

9.7%



１２．フリーランスとの取引②（委託する放送コンテンツの種類）

【委託する放送コンテンツの種類】

放送コンテンツの製作でフリーランスに請負・委任している番組の種類は
以下のうち何ですか。（複数回答可）

【委託する放送コンテンツの種類】

放送コンテンツの製作でフリーランスに請負・委任している番組の種類は
以下のうち何ですか。（複数回答可）

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

62

4.1%

30.5%

12.3%

0.0%

23.6%

9.5%

82.7%

12.7%

0.5%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

１．ドラマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

２．バラエティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67

３．ドキュメンタリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

４．アニメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0

５．スポーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

６．音楽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

７．報道、情報番組等・・・・・・・・・・・・・・・182

８．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

９．わからない・把握していない・・・・・・・・・1

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0
(N=220)

11.3%

38.2%

17.7%

13.4%

14.0%

4.3%

52.2%

8.1%

0.5%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

１．ドラマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

２．バラエティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

３．ドキュメンタリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・33

４．アニメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25

５．スポーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

６．音楽・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

７．報道、情報番組等・・・・・・・・・・・・・・・・97

８．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

９．わからない・把握していない・・・・・・・・ 1

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0

(N=186)



１２．フリーランスとの取引③（委託する業務）

【委託する業務】

放送コンテンツの製作でフリーランスに請負・委任している業務は
以下のうち何ですか。（複数回答可）

【委託する業務】

放送コンテンツの製作でフリーランスに請負・委任している業務は
以下のうち何ですか。（複数回答可）

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

63

52.7%

12.7%

5.0%

65.0%

55.5%

12.7%

11.8%

15.9%

4.5%

1.4%

12.3%

6.8%

20.9%

0.5%

19.1%

7.3%

0.9%

8.2%

40.5%

5.5%

0.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

１．ディレクター、監督・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116

２．アシスタント・ディレクター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

３．アシスタント・プロデューサー、ライン・プロデューサー、制作進行等・11

４．撮影（カメラマン、撮影助手など）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・143

５．編集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122

６．タイムキーパー、記録、スクリプター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

７．録音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

８．MA・音響効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

９．照明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

10 ．美術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

11．作画、イラストレーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

12．CG・VFX・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

13．スタイリスト、ヘアメイク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46

14．振付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

15．構成作家、脚本家、絵コンテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

16．リサーチャー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

17．車両・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

18．その他機材のオペレーション等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

19．出演者（ナレーター、声優含む。エキストラは除く。）・・・・・・・・・・・・・ 89

20．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

(N=220)

79.6%

30.1%

24.7%

51.6%

39.2%

11.3%

19.9%

14.5%

15.1%

12.9%

31.2%

19.4%

25.8%

5.4%

41.4%

15.1%

9.1%

7.5%

23.7%

2.7%

0.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

１．ディレクター、監督・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148

２．アシスタント・ディレクター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56

３．アシスタント・プロデューサー、ライン・プロデューサー、制作進行等・46

４．撮影（カメラマン、撮影助手など）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96

５．編集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73

６．タイムキーパー、記録、スクリプター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

７．録音・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

８．MA・音響効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

９．照明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

10．美術・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

11．作画、イラストレーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58

12．CG・VFX・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

13．スタイリスト、ヘアメイク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48

14．振付・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

15．構成作家、脚本家、絵コンテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77

16．リサーチャー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

17．車両・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

18．その他機材のオペレーション等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14

19．出演者（ナレーター、声優含む。エキストラは除く。）・・・・・・・・・・・・・44

20．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

(N=186)



１２．フリーランスとの取引⑤（書面交付）

【下請法の対象となる取引においての発注書面等の交付】
フリーランスに対して放送コンテンツの製作に係る発注をする際、下請法
の対象となる取引において、発注書面等の交付をしていましたか。

【下請法の対象となる取引においての発注書面等の交付】
フリーランスに対して放送コンテンツの製作に係る発注をする際、下請法
の対象となる取引において、発注書面等の交付をしていましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

64

【下請法の対象となる取引において発注書面等の交付が難しい理由】
下請法の対象となる取引においてフリーランスへの書面の交付が難しい
理由は何でしょうか。（複数回答可）

【下請法の対象となる取引において発注書面等の交付が難しい理由】
下請法の対象となる取引においてフリーランスへの書面の交付が難しい
理由は何でしょうか。（複数回答可）

（N=220）

72.7%

6.8%

2.7%
6.4%

0.9%
10.5%

0.0%
１．常に発注書面の交付をしていた。
（契約書を発注書面とする場合を含む。
以下同じ。）

160

２．概ね発注書面の交付をしていた。 15
３．発注書面の交付をした場合と、して
いなかった場合がそれぞれ半分程度
あった。

6

４．あまり発注書面の交付をしていな
かった。

14

５．発注書面の交付を全くしていな
かった。

2

６．該当なし（情報成果物作成委託を
行っていない。または親事業者に該当
しない）

23

無回答 0 （N=186）

１．常に発注書面の交付をしていた。
（契約書を発注書面とする場合を含む。
以下同じ。）

77

２．概ね発注書面の交付をしていた。 22
３．発注書面の交付をした場合と、して
いなかった場合がそれぞれ半分程度
あった。

10

４．あまり発注書面の交付をしていな
かった。

20

５．発注書面の交付を全くしていなかっ
た。

14

６．該当なし（情報成果物作成委託を
行っていない。または親事業者に該当
しない）

41

６．無回答 2

41.4%

11.8%

5.4%

10.8%

7.5%

22.0%

1.1%

13.5%

48.6%

29.7%

13.5%

32.4%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

１．社内規定等で定められていないから・・・・・・・・5

２．現場の負担が大きいから／現場の負担を減ら

したいから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

３．フリーランスから契約書面の回収あるいは了解

を得ることは、フリーランスに負担がかかるから・11

４.フリーランスが書面を受け取りたがらないから・5

５．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0

(N=37)

15.2%

45.5%

39.4%

25.8%

15.2%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

１．社内規定等で定められていないから・・・・・・・10

２．現場の負担が大きいから／現場の負担を減ら

したいから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

３．フリーランスから契約書面の回収あるいは了解

を得ることは、フリーランスに負担がかかるから・26

４．フリーランスが書面を受け取りたがらないか

ら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

５．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

６．無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0

(N=66)



29.5%

18.2%

51.1%

44.3%

19.3%

12.5%

1.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

１．下請法で規定されていないから・・・・・・・・・・・26

２．社内規定等で定められていないから・・・・・・・16

３．現場の負担が大きいから／現場の負担を減ら

したいから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
４．フリーランスから契約書面の回収あるいは了解

を得ることは、フリーランスに負担がかかるから・39

５.フリーランスが書面を受け取りたがらないから17

６．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

(N=88)

60.0%

16.0%

45.3%

33.3%

9.3%

13.3%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

１．下請法で規定されていないから・・・・・・・・・・・45

２．社内規定等で定められていないから・・・・・・・12

３．現場の負担が大きいから／現場の負担を減ら

したいから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
４.フリーランスから契約書面の回収あるいは了解

を得ることは、フリーランスに負担がかかるから・25

５.フリーランスが書面を受け取りたがらないから・7

６．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0

(N=75)

１２．フリーランスとの取引⑥ （下請法対象外の取引における書面交付）

【下請法の対象とならない取引においての発注書面等の交付】
放送コンテンツの製作を発注する際、下請法の対象とならない取引に
おいて、発注書面等の交付をしていましたか。

【下請法の対象とならない取引においての発注書面等の交付】
放送コンテンツの製作を発注する際、下請法の対象とならない取引に
おいて、発注書面等の交付をしていましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

65

【下請法の対象とならない取引において発注書面等の交付が難しい理由】
下請法の対象とならない取引においてフリーランスへの書面の交付が難
しい理由は何でしょうか。（複数回答可）

【下請法の対象とならない取引において発注書面等の交付が難しい理由】
下請法の対象とならない取引においてフリーランスへの書面の交付が難し
い理由は何でしょうか。（複数回答可）

（N=220）

45.9%

10.5%

1.8%

12.7%

9.1%

18.6%

1.4%

１．常に発注書面の交付をしていた。
（契約書を発注書面とする場合を含む。
以下同じ。）

101

２．概ね発注書面の交付をしていた。 23
３．発注書面の交付をした場合と、して
いなかった場合がそれぞれ半分程度
あった。

4

４．あまり発注書面の交付をしていな
かった。

28

５．発注書面の交付を全くしていな
かった。

20

６．該当なし（下請法の対象とならない
取引を行っていない等）

41

無回答 3 （N=186）

１．常に発注書面の交付をしていた。
（契約書を発注書面とする場合を含む。
以下同じ。）

57

２．概ね発注書面の交付をしていた。 26
３．発注書面の交付をした場合と、して
いなかった場合がそれぞれ半分程度
あった。

12

４．あまり発注書面の交付をしていな
かった。

22

５．発注書面の交付を全くしていなかっ
た。

28

６．該当なし（下請法の対象とならない
取引を行っていない等）

37

無回答 4

30.6%

14.0%

6.5%
11.8%

15.1%

19.9%

2.2%



4.3%

30.4%

56.5%

19.6%

15.2%

6.5%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

１．社内規定等で定められていないから・・・・・・・・2

２．現場の負担が大きいから／現場の負担を減ら

したいから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
３．契約当初の段階では、委託内容が未定である

場合があるため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
４．フリーランスと協議を行うことは、フリーランスに

とって負担がかかるから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

５．フリーランスが協議をしたがらないから・・・・・・7

６．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0

(N=46)

１２．フリーランスとの取引⑦（事前協議）

【事前協議の有無】
調査対象期間中に放送番組を製作委託する際に、下請代金（取引価
格）およびその他条件（以下、フリーランスへの委託費等）について、下
請法の対象となるかならないかを問わず、フリーランスと事前に協議を
しましたか。

【事前協議の有無】
調査対象期間中に放送番組を製作委託する際に、下請代金（取引価
格）およびその他条件（以下、フリーランスへの委託費等）について、下
請法の対象となるかならないかを問わず、フリーランスと事前に協議を
しましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

66

【下請代金が協議により定められていない理由】

下請法の対象となるかならないかを問わず、下請代金が協議により定め
られていない理由は何でしょうか。（複数回答可）

【下請代金が協議により定められていない理由】

下請法の対象となるかならないかを問わず、下請代金が協議により定め
られていない理由は何でしょうか。（複数回答可）

（N=220）

93.2%

5.5%

0.5%
0.5%

0.0%

0.5%

１．全ての番組について事前に十分
な協議をした。（事前に出した条件に
フリーランスが納得したため、協議の
必要がなかった場合を含む。）

205

２．概ね事前に十分な協議をした。 12
３．協議を行っている場合と、行って
いない場合がそれぞれ半分程度あっ
た。

1

４．あまり協議をしなかった。 1
５．協議を全くしなかった。 0
無回答 1

１．全ての番組について事前に十分な
協議をした。（事前に出した条件にフ
リーランスが納得したため、協議の必
要がなかった場合を含む。）

134

２．概ね事前に十分な協議をした。 36
３．協議を行っている場合と、行ってい
ない場合がそれぞれ半分程度あった。

7

４．あまり協議をしなかった。 2
５．協議を全くしなかった。 1
無回答 6

（N=186）

72.0%

19.4%

3.8%
1.1%

0.5%
3.2%

28.6%

35.7%

21.4%

14.3%

7.1%

28.6%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

１．社内規定等で定められていないから・・・・・・・・4

２．現場の負担が大きいから／現場の負担を減ら

したいから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
３．契約当初の段階では、委託内容が未定である

場合があるため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
４．フリーランスと協議を行うことは、フリーランスに

とって負担がかかるから・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

５．フリーランスが協議をしたがらないから・・・・・・1

６．その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

無回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0

(N=14)



１３．契約形態と取引実態の相違①

67

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答
【番組製作会社との契約形態と取引実態の相違】
調査対象期間中に番組製作会社との番組製作委託契約の形態について、
実際の業務内容及び製作実態は請負契約に相当するにもかかわらず、
番組製作会社と十分な協議を行わず、契約形態のみを派遣契約としたこ
とはありましたか。

【放送事業者との契約形態と取引実態の相違】
調査対象期間中に放送事業者との番組製作委託契約の形態について、
実際の業務内容及び製作実態は請負契約に相当するにもかかわらず、
契約形態のみを派遣契約とされ、派遣労働者の管理や番組製作の対価
が著しく減少するなどの不利益を被ったことはありましたか。

【発注者である番組製作会社と契約形態の取引実態の相違】
調査対象期間中に発注者である番組製作会社との番組製作委託契
約の形態について、実際の業務内容及び製作実態は請負契約に相
当するにもかかわらず、契約形態のみを派遣契約とされ、派遣労働者
の管理や番組製作の対価が著しく減少するなどの不利益を被ったこと
はありましたか。

（N=506）

（N=179）

（N=64）

製作実態は請負契約に相当：放送事業者又は発注者である番組製作会社からの具体的作
業指示はなく、製作現場における指揮命令は受注者である番組製作会社にほぼ任されてい
る場合を想定。

94.9%

0.0% 5.1%
１．なかった 480
２．あった 0
無回答 26

１．なかった 156
２．あった 3
無回答 20

１．なかった 54
２．あった 0
無回答 10

87.2%

1.7% 11.2%

84.4%

0.0% 15.6%



【業務委託の事前確認】
次頁では業務委託の種類を①～⑧に整理しています。調査対象期間
（令和３年1月1日から令和３年12月31日）中、発注段階において、この
８類型のうちいずれに該当するかあいまいな場合はありましたか。

【業務委託の事前確認】
次頁では業務委託の種類を①～⑧に整理しています。調査対象期間
（令和３年1月1日から令和３年12月31日）中、発注段階において、この
８類型のうちいずれに該当するかあいまいな場合はありましたか。

放送事業者からの回答 番組製作会社からの回答

68

（N=318）（N=506）

１３．契約形態と取引実態の相違②

78.7%

15.2%

6.1%
１．なかった 398
２．あった 77
無回答 31

１．なかった 212
２．あった 65
無回答 41

66.7%

20.4%

12.9%



１３．契約形態と取引実態の相違③（参考：業務委託の類型）
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業務委託の類型 ガイドライン上の契約形態
（発注内容） 放送局の番組単位の種別 番組の態様

〔著作権法上の「発意と責任」の所在〕
原始的な著作権の帰属

〔著作権譲渡の有無〕 二次使用料の分配

情報成果物作成委託
（下請法の対象）

完全製作委託型番組

① 完全製作委託型番組
(番組全体)（民放）

番組全体
〔発意と責任が製作会社〕

下請事業者（製作会社）
〔著作権譲渡はほぼ無し〕 あり

② 局製作番組の一部分
（民放）

番組の一部分(コーナー)
〔発意と責任が製作会社〕

下請事業者（製作会社）
〔放送局に著作権譲渡あり得る〕

あり／なし
〔契約上の著作権の帰属に

よる〕

その他の
情報成果物

完全製作委託
型番組以外の
番組全体又は
番組の一部分
（コーナー）

③ 外部制作委託（NHK) 番組全体
〔発意と責任がNHKと製作会社〕

NHKと製作会社
〔著作権は共有〕 あり

④ 局製作番組（民放） 番組全体
〔発意と責任が放送局〕 放送局 なし

⑤ 局製作番組の一部分
（民放）

番組の一部分(コーナー）
〔発意と責任が放送局〕 放送局 なし

放送素材
（脚本、ナレー
ション原稿、

BGM、CG等）

⑥

局製作番組（民放）

外部一部委託に含まれ
る情報成果物作成委託
部分（NHK)

放送素材（著作物）
〔著作者が下請事業者（製作会社）〕

下請事業者（製作会社）
〔放送局に著作権譲渡あり得る〕

なし
〔脚本等の場合の許諾の場合は

あり得る〕

外部一部委託
（NHK)は契約に基づ
く特別報酬の支払あり

⑦

局製作番組（民放）

外部一部委託に含まれ
る情報成果物作成委託
部分（NHK)

放送素材（非著作物）
（著作権法の対象外）

―
（著作権法の対象外） なし

役務委託
（再委託の場合に限り、下請法
の「役務提供委託」として同法の

対象）

監督／演出、照明、音声
等の委託 ⑧

局製作番組（民放）

演出委託（NHK)
外部一部委託に含まれ
る役務委託部分
（NHK)

―
（著作権法の対象外）

―
（著作権法の対象外）

なし

外部一部委託
（NHK)は契約に基づ
く特別報酬の支払あり
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